
 保護者及び関係の皆様 

 

令和６年８月６日  

神奈川県立霧が丘高等学校  

 

令和６年度 学校閉庁日について 

 

令和６年度学校閉庁日については、「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」に

基づき、すべての県立学校で年間５日間、実施するものとなっています。 

つきましては、本校の令和６年度学校閉庁日を次のように設定します。 

 

［令和６年度 霧が丘高等学校 学校閉庁日］ 

・令和６年８月９日(金)、10日(土)、13日(火) 

・令和６年12月27日(金)、28日(土) 

 

 

学校閉庁日においては、原則として学校施設管理員を含むすべての教職員は不在

となります。また、学校への連絡や問合せができなくなります。 

皆様にはご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

     

 


